
Universal Oneサービス契約約款（第１編） 【現改比較表】 2025年12月24日現在 

～2026年1月31日 2026年2月1日～ 

 

1/9 

▲Universal Oneサービス契約約款（第１編）（平成23年ＢＮＳネサ第100017

号） 

実施 平成23年５月10日 

▲Universal Oneサービス契約約款（第１編）（平成23年ＢＮＳネサ第100017

号） 

実施 平成23年５月10日 

 

  第１章 総則 

 

  第１章 総則 

第１条～第３条 （略） 第１条～第３条 （略） 

 

第４条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

 

第４条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

 用  語 用  語  の  意  味   用  語 用  語  の  意  味  

 １ ～ 31 

（略） 

（略）   １ ～ 31 

（略） 

（略）  

 32  ＤＳＬ

回線 

他社接続契約者回線であって、別記３(1)に掲げる契約に係るも

の 

  32 削除 削除  

 33 ～ 41 

（略） 

（略）   33 ～ 41 

（略） 

（略）  

 

第５条～第35条 （略） 

 

第５条～第35条 （略） 

（他社接続契約者回線による制約） 

第36条 回線契約者は、協定事業者の契約約款及び料金表の定めるところにより、他社接

続契約者回線を使用することができない場合（当社が別に定める理由により、使用するこ

とができない状態と同程度の状態となる場合を含みます。）においては、Universal One

サービスを利用することはできません。 

（他社接続契約者回線による制約） 

第36条 回線契約者は、協定事業者の契約約款及び料金表の定めるところにより、他社接

続契約者回線を使用することができない場合においては、Universal Oneサービスを利用

することはできません。 

（注）本条に規定する当社が別に定める理由は、ＤＳＬ回線に係る協定事業者の契約約款及

び料金表に規定するＤＳＬ方式に起因する事象によるものとします。 

 

 

第36条の２～第37条 （略） 

 

第36条の２～第37条 （略） 

 

  第９章 料金等 

第１節 （略） 

第２節 料金等の支払義務 

 

  第９章 料金等 

第１節 （略） 

第２節 料金等の支払義務 



～2026年1月31日 2026年2月1日～ 

 

2/9 

（利用料金の支払義務） 

第38条 Universal One契約者は、そのUniversal One契約に基づいてUniversal Oneサー

ビス又は付加機能の提供を開始した日から起算して、Universal One契約の解除又は付加

機能の廃止があった日の前日（国際ＶＰＮサービスについてはそれぞれ当日とします。）

までの期間（提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、１日

間とします。）について、料金表第１表（料金）に規定する利用料金又は当社が指定する

サービスオーダフォームに定める料金の支払いを要します。 

 ただし、付加機能利用料について料金表第１表及び当社が定めるサービス提供条件書

に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。 

（利用料金の支払義務） 

第38条 Universal One契約者は、そのUniversal One契約に基づいてUniversal Oneサー

ビス又は付加機能の提供を開始した日から起算して、Universal One契約の解除又は付加

機能の廃止があった日の前日（国際ＶＰＮサービスについてはそれぞれ当日とします。）

までの期間（提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、１日

間とします。）について、料金表第１表（料金）に規定する利用料金又は当社が指定する

サービスオーダフォームに定める料金の支払いを要します。 

 ただし、付加機能利用料について料金表第１表及び当社が定めるサービス提供条件書

に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。 

２ 前項の期間において、Universal Oneサービスを利用することができない状態が生じた

ときの利用料金の支払いは、次によります。 

２ 前項の期間において、Universal Oneサービスを利用することができない状態が生じた

ときの利用料金の支払いは、次によります。 

(1) 利用停止があったときは、Universal One契約者は、その期間中の利用料金の支払

いを要します。 

(1) （略）  

(2) 前号の規定によるほか、Universal One契約者は、次の場合を除き、Universal One

サービスを利用できなかった期間中の利用料金の支払いを要します。 

(2) 前号の規定によるほか、Universal One契約者は、次の場合を除き、Universal One

サービスを利用できなかった期間中の利用料金の支払いを要します。 

 区   別 支払いを要しない料金   区   別 支払いを要しない料金  

 １ Universal One契約者の責めによ

らない理由により、そのUniversal 

Oneサービス（国際ＶＰＮサービス

に係るものを除きます。以下この表

において同じとします。）を全く利用

できない状態（そのUniversal One契

約に係る電気通信設備による全ての

通信に著しい支障が生じ、全く利用

できない状態と同程度の状態となる

場合を含みます。以下同じとしま

す。）が生じた場合（２欄、３欄又は

４欄に該当する場合及びＤＳＬ回線

の区間において当社が別に定める理

由により全く利用できない状態とな

る場合を除きます。）に、そのことを

当社が知った時刻から起算して、24

時間以上その状態が連続したとき。 

そのことを当社が知った時刻以後の利用

できなかった時間（24時間の倍数であ

る部分に限ります。）について、24時

間ごとに日数を計算し、その日数に対応

するそのUniversal Oneサービスについ

ての料金 

  １ Universal One契約者の責めによ

らない理由により、そのUniversal 

Oneサービス（国際ＶＰＮサービス

に係るものを除きます。以下この表

において同じとします。）を全く利用

できない状態（そのUniversal One契

約に係る電気通信設備による全ての

通信に著しい支障が生じ、全く利用

できない状態と同程度の状態となる

場合を含みます。以下同じとしま

す。）が生じた場合（２欄、３欄又は

４欄に該当する場合を除きます。）

に、そのことを当社が知った時刻か

ら起算して、24時間以上その状態が

連続したとき。 

そのことを当社が知った時刻以後の利用

できなかった時間（24時間の倍数であ

る部分に限ります。）について、24時

間ごとに日数を計算し、その日数に対応

するそのUniversal Oneサービスについ

ての料金 

 

 ２～４ （略） （略）   ２～４ （略） （略）  
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３～４ （略） ３～４ （略） 

（注）本条第２項に規定する当社が別に定める理由は、ＤＳＬ回線に係る電気通信事業者の

契約約款及び料金表に規定するＤＳＬ方式に起因する事象によるものとします。 

 

 

第39条～第46条 （略） 

 

第39条～第46条 （略） 

 

第11章 損害賠償 

 

第11章 損害賠償 

（責任の制限） 

第47条 当社は、Universal Oneサービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべ

き理由によりその提供をしなかったとき（当社が当社の提供区間と協定事業者の提供区

間とを合わせて料金を設定している場合は、その協定事業者の責めに帰すべき理由によ

りその提供をしなかったときを含みます。）は、そのUniversal Oneサービスが全く利用

できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続

したときに限り、そのUniversal One契約者の損害を賠償します。 

 ただし、協定事業者が協定事業者の契約約款及び料金表に定めるところによりその損

害を賠償する場合又はそのUniversal OneサービスがＤＳＬ回線の区間において当社が

別に定める理由により全く利用できない状態となる場合は、この限りでありません。 

（責任の制限） 

第47条 当社は、Universal Oneサービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべ

き理由によりその提供をしなかったとき（当社が当社の提供区間と協定事業者の提供区

間とを合わせて料金を設定している場合は、その協定事業者の責めに帰すべき理由によ

りその提供をしなかったときを含みます。）は、そのUniversal Oneサービスが全く利用

できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続

したときに限り、そのUniversal One契約者の損害を賠償します。 

 ただし、協定事業者が協定事業者の契約約款及び料金表に定めるところによりその損

害を賠償する場合は、この限りでありません。 

２～５ （略） ２～５ （略） 

（注１）本条第１項に規定する当社が別に定める理由は、ＤＳＬ回線に係る電気通信事業者

の契約約款及び料金表に規定するＤＳＬ方式に起因する事象によるものとします。 

 

（注２）（略） （注）（略） 

 

第48条～第62条 （略） 

 

第48条～第62条 （略） 

  

別記 別記 

１～２ （略） １～２ （略） 

 

３ Universal Oneサービスの提供に係る他の電気通信事業者の電気通信サービスの契約 

(1) ＤＳＬ回線に係るもの 

ア 削除 

 

３ Universal Oneサービスの提供に係る他の電気通信事業者の電気通信サービスの契約 

(1) 削除 

イ NTT西日本株式会社に係るもの 

ＩＰ通信網サービス契約約款に規定するＩＰ通信網契約であって、次に掲げる品

目及び細目等に係るもの 

 

 品目及び細目等     
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 メニュー４ 1.5Mb/s、8Mb/s、12Mb/s、24Mb/s、

40Mb/s又は47Mb/s 

     

 

 (2) （略） 

４～19 （略） 

 

 (2) （略） 

４～19 （略） 

 

料金表 

通則 

 

料金表 

通則 

１～13 （略） １～13 （略） 

（ＶＰＮサービスの区別等） 

14 当社は、この料金表を適用するにあたって、Universal Oneサービスの区別等として、

次のとおりＶＰＮサービスの区別等を定めます。 

（ＶＰＮサービスの区別等） 

14 当社は、この料金表を適用するにあたって、Universal Oneサービスの区別等として、

次のとおりＶＰＮサービスの区別等を定めます。 

(1)～(2) （略） (1)～(2) （略） 

(3) ＶＰＮサービスには、次の品目等があります。 

ア～オ （略） 

(3) ＶＰＮサービスには、次の品目等があります。 

ア～オ （略） 

カ ベストエフォートアクセス及びベストエフォート（ライト）アクセスに係るもの カ ベストエフォートアクセス及びベストエフォート（ライト）アクセスに係るもの 

 品   目 内    容   品   目 内    容  

 フレッツタイ

プ 

光 ア

ク セ

ス 回

線 に

係 る

もの 

（ 略

） 

（略）   フレッツタイ

プ 

光 ア

ク セ

ス 回

線 に

係 る

もの 

（ 略

） 

（略）  

  DSL

回 線

に 係

る も

の 

1.5

Mb/s 

ＤＳＬ回線の終端への伝送方向については最大

1.536Mbit/sまで、他の伝送方向については最

大512kbit/sまでの符号伝送が可能なもの 

       

  ８

Mb/s 

ＤＳＬ回線の終端への伝送方向については最大

概ね８Mbit/sまで、他の伝送方向については最

大概ね１Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの 

      

   12M

b/s 

ＤＳＬ回線の終端への伝送方向については最大

概ね12Mbit/sまで、他の伝送方向については最

大概ね１Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの 
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   24M

b/s  

 

ＤＳＬ回線の終端への伝送方向については最大

概ね24Mbit/sまで、他の伝送方向については最

大概ね１Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの 

       

   40M

b/s  

 

ＤＳＬ回線の終端への伝送方向については最大

概ね40Mbit/sまで、他の伝送方向については最

大概ね１Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの 

       

   47M

b/s  

 

ＤＳＬ回線の終端への伝送方向については最大

概ね47Mbit/sまで、他の伝送方向については最

大概ね５Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの 

       

 備考 

１ ベストエフォートアクセス及びベストエフォート（ライト）アクセスには

契約者回線等による区分があります。 

  備考 

１ ベストエフォートアクセス及びベストエフォート（ライト）アクセスには

契約者回線等による区分があります。 

 

  契約者回線等による区分 内 容     契約者回線等による区分 内 容   

  光一括提供型 加入者回線（別記３に掲げるUniversal Oneサ

ービスの提供に係る他の電気通信事業者の電

気通信サービスに係るもの（光アクセス回線

に係るものに限ります。）に限ります。）を設

置して提供するものであって、フレッツ一括

提供型以外のもの 

    光一括提供型 加入者回線（別記３に掲げるUniversal Oneサ

ービスの提供に係る他の電気通信事業者の電

気通信サービスに係るものに限ります。）を

設置して提供するものであって、フレッツ一

括提供型以外のもの 

  

  フレッツ一括提供型 加入者回線（別記３に掲げるUniversal One

サービスの提供に係る他の電気通信事業者の

電気通信サービスに係るもの（光アクセス回

線に係るものに限ります。）に限ります。）

を設置して提供するもの 

    フレッツ一括提供型 加入者回線（別記３に掲げるUniversal Oneサ

ービスの提供に係る他の電気通信事業者の電

気通信サービスに係るものに限ります。）を

設置して提供するもの 

  

  フレッツ別契約型 （略）     フレッツ別契約型 （略）   

 ２ 光一括提供型、フレッツ一括提供型及びフレッツ別契約型（光アクセス回

線に係るものに限ります。）にはフレッツタイプの区分があります。 

  ２ 光一括提供型、フレッツ一括提供型及びフレッツ別契約型にはフレッツタイ

プの区分があります。 

 

  フレッツタイプの区分 内 容     フレッツタイプの区分 内 容   

  ファミリー （略）     ファミリー （略）   

  マンション （略）     マンション （略）   

 ３ （略）   ３ （略）  
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 ４ レイヤー２のベストエフォートアクセスについては、光アクセス回線に係

る品目（光一括提供型に係るものに限ります。）及びＤＳＬ回線に係る品目

を提供しません。 

  ４ レイヤー２のベストエフォートアクセスについては、光アクセス回線に係

る品目（光一括提供型に係るものに限ります。）を提供しません。 

 

 ５ レイヤー３のベストエフォートアクセス及びベストエフォート（ライト）

アクセスにおけるＤＳＬ回線に係る品目については、NTT西日本株式会社に

係るものに限り提供します。 

    

キ （略） 

(4) （略） 

14の２～18 （略） 

キ （略） 

(4) （略） 

14の２～18 （略） 

 

第１表 料金（附帯サービスの料金を除きます。） 

 第１類 利用料金 

  第１ ＶＰＮサービスに係るもの 

 

第１表 料金（附帯サービスの料金を除きます。） 

 第１類 利用料金 

  第１ ＶＰＮサービスに係るもの 

   １ 適用    １ 適用 

 区  分 内    容   区  分 内    容  

 (1)～(2) （略） （略）   (1)～(2) （略） （略）  

 (3) 削除 削除   (3) 削除 削除  

 (4) 最低利用期間内に契約の

解除等があった場合の料金

の適用 

ア～ウ （略）   (4) 最低利用期間内に契約の

解除等があった場合の料金

の適用 

ア～ウ （略）  

 エ 回線契約者は、最低利用期間内に、区別等の

変更（Universal Oneサービスの種類が変更と

なる場合を含み、次に掲げる変更に限ります。）

又は移転若しくは回線収容部等の変更があっ

た場合は、変更前の定額通信料の額に残余の期

間（変更のあった日の翌日から起算して最低利

用期間の満了日までとします。以下エにおいて

同じとします。）を乗じて得た額から変更後の

定額通信料の額に残余の期間を乗じて得た額

を控除し、残額があるときはその額を、当社が

定める期日までに一括して支払って頂きます。 

  エ 回線契約者は、最低利用期間内に、区別等の

変更（Universal Oneサービスの種類が変更とな

る場合を含み、次に掲げる変更に限ります。）又

は移転若しくは回線収容部等の変更があった場

合は、変更前の定額通信料の額に残余の期間（変

更のあった日の翌日から起算して最低利用期間

の満了日までとします。以下エにおいて同じとし

ます。）を乗じて得た額から変更後の定額通信料

の額に残余の期間を乗じて得た額を控除し、残額

があるときはその額を、当社が定める期日までに

一括して支払って頂きます。 

 

   （ア）～（カ） （略）     （ア）～（カ） （略）  

   （キ） 光アクセス回線とＤＳＬ回線との間の

変更 

    （キ） 削除  

   （ク）～（ケ） （略）     （ク）～（ケ） （略）  
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 オ （略）    オ （略）  

 (5)～(9) （略）    (5)～(9) （略）   

 

   ２ 料金額 

 

   ２ 料金額 

    ２－１ 定額通信料等 

     ２－１－１ レイヤー３に係るもの 

    ２－１ 定額通信料等 

     ２－１－１ レイヤー３に係るもの 

      ２－１－１－１～２－１－１－６ （略） 

      ２－１－１－７ ベストエフォートアクセス（定額通信料） 

      ２－１－１－１～２－１－１－６ （略） 

      ２－１－１－７ ベストエフォートアクセス（定額通信料） 

 

       (1)～(2) （略） 

 

       (1)～(2) （略） 

 

       (3) フレッツタイプ（フレッツ別契約型） 

１の回線契約ごとに月額 

 

       (3) フレッツタイプ（フレッツ別契約型） 

１の回線契約ごとに月額 

 品   目 料金額   品   目 料金額  

 DSL回線に係るもの 6,900円 

（7,590円） 

     

 光アクセス回線に係る

もの 

ファミリー   光アクセス回線に係るも

の 

ファミリー  

6,900円 

（7,590） 

 

マンション マンション 

 

      ２－１－１－８ ベストエフォート（ライト）アクセス（定額通信料） 

 

      ２－１－１－８ ベストエフォート（ライト）アクセス（定額通信料） 

 

       (1)～(2) （略） 

 

       (1)～(2) （略） 

 

       (3) フレッツタイプ（フレッツ別契約型） 

１の回線契約ごとに月額 

 

       (3) フレッツタイプ（フレッツ別契約型） 

１の回線契約ごとに月額 

 品   目 料金額   品   目 料金額  

 DSL回線に係るもの 5,500円 

（6,050円） 

     

 光アクセス回線に係る

もの 

ファミリー   光アクセス回線に係るも

の 

ファミリー  

5,500円 

（6,050） 

 

マンション マンション 

 

      ２－１－１－９ （略） 

     ２－１－２ （略） 

 

      ２－１－１－９ （略） 

     ２－１－２ （略） 
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    ２－２～２－５ （略）     ２－２～２－５ （略） 

 

第2 専用サービスに係るもの （略） 

第２類 手続きに関する料金 （略） 

 

第2 専用サービスに係るもの （略） 

第２類 手続きに関する料金 （略） 

第２表～第３表 （略） 第２表～第３表 （略） 

料金表別表 （略） 料金表別表 （略） 

  

  

  附 則（令和５年６月30日 ＣＮＳ１サ第000400001661-01号）   附 則（令和５年６月30日 ＣＮＳ１サ第000400001661-01号） 

（実施期日） 

１ （略） 

（実施期日） 

１ （略） 

（経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供しているベストエフォートアク

セス及びベストエフォート（ライト）アクセス（いずれも契約者回線等による区分がフレ

ッツ一括提供型のもの（ＤＳＬ回線に係るもの（西日本電信電話株式会社に係るものに限

ります。）に限ります。）に限ります。）に関する料金その他の提供条件については、な

お従前のとおりとします。 

（経過措置） 

２ 削除 

３ 前項の場合において、回線契約者は、契約内容の変更の請求等を行うことができるもの

とします。 

 ただし、次に掲げる事項については、変更の請求を行うことはできません。 

３ 削除 

(1) 通信の区分がベストエフォートアクセス（契約者回線等による区分がフレッツ一括

提供型のもの（ＤＳＬ回線に係るものに限ります。）に限ります。）のもの又はベスト

エフォート（ライト）アクセス（契約者回線等による区分がフレッツ一括提供型のもの

（ＤＳＬ回線に係るものに限ります。）に限ります。）のものへの変更 

 

(2) ＤＳＬ回線の移転、品目の変更、通信又は保守の態様による細目の変更その他ＤＳ

Ｌ回線に係る利用内容の変更 

 

４～５ （略） ４～５ （略） 

（料金の改定） 

６ 第２項の規定にかかわらず、ベストエフォートアクセス及びベストエフォート（ライ

ト）アクセス（いずれも契約者回線等による区分がフレッツ一括提供型のもの（ＤＳＬ回

線に係るもの（西日本電信電話株式会社に係るものに限ります。）に限ります。）に限り

ます。）に関する定額通信料については、令和７年10月１日から次に掲げる料金額を適

用します。 

１の回線契約ごとに月額  

 

６ 削除 
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 区   分 料 金 額      

 ベストエフォートアクセス 13,850円（15,235円）      

 ベストエフォート（ライト）アクセス 12,450円（13,695円）      

 

  附 則（令和６年12月23日 ＣＮＳ１サ第000400008751-01号） 

 

  附 則（令和６年12月23日 ＣＮＳ１サ第000400008751-01号） 

（略） （略） 

  

  附 則（令和７年12月17日 ＣＮＳ１サ第000400014198-01号） 

 （実施期日） 

１ この改正規定は、令和８年２月１日から実施します。 

 （経過措置） 

２ 当社は、令和８年２月１日付で、ＣＮＳ１サ第000400001661-01号（令和５年６月30

日）の附則２、附則３及び附則６を削除します。 

 ３ この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの

料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 ４ この改正規定実施前に、その事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱

いについては、なお従前のとおりとします。 

  

 


